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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】端末が自身の位置を知らない場合に、端末の位
置を獲得する方法及びシステムを提供する。
【解決手段】自身の位置を測定又は送信が不可能な端末
の位置を決定するために、端末と隣接した距離に位置す
る自身の位置情報を獲得することのできる隣接端末にＣ
ＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを送信し、ＣＡＬＬ－ＢＡＣ
Ｋ　ＵＲＬを用いて隣接端末の位置情報提供の同意を要
求するウェブページを表示し、隣接端末の位置情報提供
の同意に応じて隣接端末の位置情報を受信し、受信され
た隣接端末の位置情報を用いて端末の位置を決定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自身の位置情報を送信することができない端末の位置情報要求に応じて前記端末のユー
ザを認証し、
　自身の位置情報を送信することができる移動端末に前記移動端末の位置情報を要求し、
　前記移動端末で獲得した移動端末の位置情報を受信すること、
　を含むことを特徴とする位置情報獲得方法。
【請求項２】
　前記移動端末の位置情報を要求することは、
　前記端末のユーザ認証によって前記移動端末情報を獲得し、
　前記獲得した移動端末情報によって前記移動端末にＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを送信
すること、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の位置情報獲得方法。
【請求項３】
　前記移動端末の位置情報を受信することは、
　前記送信されたＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを用いて前記移動端末の位置情報提供の同
意を要求するウェブページを表示し、
　前記移動端末の位置情報提供の同意に応じて前記移動端末で獲得した前記移動端末の位
置情報を受信すること、
　を含むことを特徴とする請求項２に記載の位置情報獲得方法。
【請求項４】
　前記移動端末の位置情報を要求することは、
　前記端末のユーザ認証によって前記移動端末情報を獲得し、
　前記獲得した移動端末情報によって前記移動端末に予めインストールされた位置情報送
信のためのアプリケーションを用いて前記移動端末の位置情報を要求すること、
　を含むことを特徴とする請求項２に記載の位置情報獲得方法。
【請求項５】
　前記移動端末の位置情報を受信することは、
　前記位置情報送信のためのアプリケーションを用いて前記移動端末の位置情報提供の同
意を要求するウェブページを表示するし、
　前記移動端末の位置情報提供の同意に応じて前記移動端末で獲得した前記移動端末の位
置情報を受信すること、
　を含むことを特徴とする請求項４に記載の位置情報獲得方法。
【請求項６】
　前記受信した移動端末の位置情報に基づいて決定された前記端末の位置による検索サー
ビスを前記端末に提供することをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の位置情報
獲得方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法を実行するためのプログラムが記録されたコンピュータで読み出
し可能な記録媒体。
【請求項８】
　自身の位置情報を送信することができない端末の位置情報要求に応じて前記端末のユー
ザを認証するユーザ認証部と、
　自身の位置情報を送信することができる移動端末に前記移動端末の位置情報を要求する
位置情報要求部と、
　前記移動端末で獲得した移動端末の位置情報を受信する位置情報受信部と、
　を備えることを特徴とする位置情報獲得システム。
【請求項９】
　前記端末のユーザ認証によって前記移動端末情報を獲得する移動端末情報獲得部をさら
に備え、
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　前記位置情報要求部は、前記移動端末情報によって前記移動端末にＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ
　ＵＲＬを送信することを特徴とする請求項８に記載の位置情報獲得システム。
【請求項１０】
　前記位置情報要求部は、前記送信されたＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを用いて前記移動
端末の位置情報提供に同意を要求するウェブページを表示し、
　前記位置情報受信部は、前記移動端末の位置情報提供の同意に応じて前記移動端末で獲
得した前記移動端末の位置情報を受信することを特徴とする請求項９に記載の位置情報獲
得システム。
【請求項１１】
　前記端末の位置情報要求に応じて前記移動端末情報を獲得する移動端末情報獲得部をさ
らに備え、
　前記位置情報要求部は、前記獲得した移動端末情報によって前記移動端末に予めインス
トールされた位置情報送信のためのアプリケーションを用いて前記移動端末の位置情報を
要求することを特徴とする請求項８に記載の位置情報獲得システム。
【請求項１２】
　前記位置情報要求部は、前記位置情報送信のためのアプリケーションを用いて前記移動
端末の位置情報提供に同意を要求するウェブページを表示し、
　前記位置情報受信部は、前記要求された移動端末の位置情報提供の同意に応じて前記移
動端末で獲得した前記移動端末の位置情報を受信することを特徴とする請求項１１に記載
の位置情報獲得システム。
【請求項１３】
　前記受信した移動端末の位置情報に基づいて決定された前記端末の位置による検索サー
ビスを前記端末に提供するサービス提供部をさらに備えることを特徴とする請求項８に記
載の位置情報獲得システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末の位置を獲得する方法およびシステムに関し、端末が自身の位置を知ら
ない場合に端末の位置を獲得する方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パーソナルコンピュータ、ノート型パソコンなどの端末はＩＰを用いてインタ
ーネットに接続する。これによって、検索、コンテンツなどを提供する各種のポータルシ
ステムは端末が接続したＩＰを用いて端末の位置を確認する。
【０００３】
　近年、端末が属する地域コミュニティが活性化するにつれて、地域コミュニティに関す
る情報提供を求めているユーザが増加している。このようなユーザの要求に応じて、各種
のポータルシステムは、端末が属する地域コミュニティに関する情報だけではなく、端末
が属する地域の不動産情報および端末が属する地域の天気情報などを提供している。
【０００４】
　このような端末が属する地域情報は、端末の位置に基づいて提供される情報である。従
来は端末のＩＰを用いて端末の位置を判断した。しかし、端末のＩＰは、端末のネットワ
ーク環境に応じて正確ではない場合がほとんどである。これによって、各種ポータルシス
テムは端末の位置を確認することができないため、端末が属する地域情報をユーザに提供
することが困難である。
【０００５】
　したがって、端末の位置情報を正確に確保することのできる方法が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明の目的は、端末が自身の位置を知らなくても、自身の位置情報を獲得することの
できる隣接端末を用いて端末の位置を獲得する方法およびシステムを提供することにある
。
【０００７】
　本発明の目的は、隣接端末の位置情報を用いて自身の位置を知らない端末の位置を決定
する方法およびシステムを提供することにある。
【０００８】
　本発明の目的は、決定された端末の位置に基づいて端末の位置に該当する検索サービス
を提供する方法およびシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態に係る位置情報獲得方法は、端末の位置情報を要求し、前記端末と
距離が隣接した隣接端末の位置情報を、前記端末を介して受信することを含んでもよい。
【００１０】
　また、前記隣接端末の位置情報を、前記端末を介して受信することは、前記端末の位置
情報の要求に応じて前記端末で検索された隣接端末の位置情報を受信してもよい。
【００１１】
　ここで、前記受信した隣接端末の位置情報は、前記端末で検索された隣接端末のうち前
記端末と距離が最も近い隣接端末の位置情報であってもよい。
【００１２】
　また、前記受信した隣接端末の位置情報は、前記端末で検索された隣接端末のうち、Ｇ
ＰＳ、セルタワー、およびＷＰＳ（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
）のうちいずれか１つを用いて前記隣接端末で獲得した隣接端末の位置情報であってもよ
い。
【００１３】
　また、前記隣接端末の位置情報を、前記端末を介して受信するステップは、前記隣接端
末にインストールされたアプリケーションを用いて獲得された前記隣接端末の位置情報を
前記端末を介して受信してもよい。ここで、前記アプリケーションは、前記隣接端末の位
置情報を提供するために前記隣接端末に予めインストールされたアプリケーションであっ
てもよい。
【００１４】
　また、前記受信した隣接端末の位置情報に基づいて決定された前記端末の位置による検
索サービスを前記端末に提供するステップをさらに含んでもよい。
【００１５】
　また、本発明の一実施形態に係る位置情報獲得システムは、端末の位置情報を要求する
位置情報要求部と、前記端末と距離が隣接した隣接端末の位置情報を、前記端末を介して
受信する位置情報受信部とを備えてもよい。
【００１６】
　また、前記位置情報受信部は、前記端末の位置情報要求に応じて前記端末で検索された
隣接端末の位置情報を受信してもよい。
【００１７】
　また、前記受信した隣接端末の位置情報に基づいて決定された前記隣接端末の位置によ
る検索サービスを前記端末に提供するサービス提供部をさらに備えてもよい。
【００１８】
　また、本発明の一実施形態に係る位置情報獲得方法は、自身の位置情報を送信すること
ができない端末の位置情報要求に応じて前記端末のユーザを認証し、自身の位置情報を送
信することができる移動端末に前記移動端末の位置情報を要求し、前記移動端末で獲得し
た移動端末の位置情報を受信することを含んでもよい。
【００１９】
　また、前記移動端末の位置情報を要求することは、前記端末のユーザ認証によって前記
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移動端末情報を獲得し、前記獲得した移動端末情報によって前記移動端末にＣＡＬＬ－Ｂ
ＡＣＫ　ＵＲＬを送信することを含んでもよい。
【００２０】
　また、前記移動端末の位置情報を要求することは、前記端末のユーザ認証によって前記
移動端末情報を獲得し、前記獲得した移動端末情報によって前記移動端末に予めインスト
ールされた位置情報送信のためのアプリケーションを用いて前記移動端末の位置情報を要
求することを含んでもよい。
【００２１】
　また、前記受信した移動端末の位置情報に基づいて決定された前記端末の位置による検
索サービスを前記端末に提供することをさらに含んでもよい。
【００２２】
　また、本発明の一実施形態に係る位置情報獲得システムは、自身の位置情報を送信する
ことができない端末の位置情報要求に応じて前記端末のユーザを認証するユーザ認証部と
、自身の位置情報を送信することができる移動端末に前記移動端末の位置情報を要求する
位置情報要求部と、前記移動端末で獲得した移動端末の位置情報を受信する位置情報受信
部とを備えてもよい。
【００２３】
　また、前記端末のユーザ認証によって前記移動端末情報を獲得するか、または前記端末
の位置情報要求に応じて前記移動端末情報を獲得する移動端末情報獲得部をさらに備えて
もよい。
【００２４】
　前記受信した移動端末の位置情報に基づいて決定された前記端末の位置による検索サー
ビスを前記端末に提供するサービス提供部をさらに備えてもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の一実施形態によれば、端末が自身の位置を知らなくても、自身の位置情報を獲
得することのできる隣接端末を用いて端末の位置を獲得することができる。
【００２６】
　本発明の一実施形態によれば、隣接端末の位置情報を用いて自身の位置を知らない端末
の位置を決定することができる。
【００２７】
　本発明の一実施形態によれば、決定された端末の位置を用いて端末の位置に該当する検
索サービスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態によって位置情報を獲得する全般的な構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る位置情報獲得システムの構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明の一実施形態に係る位置情報獲得システムにおいて、位置情報を獲得する
動作を説明するために提供されるフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係る移動端末から位置情報を獲得する位置情報獲得システ
ムの全般的な構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る移動端末から位置情報を獲得するシステムの細部構成
を示すブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを用いて位置情報を獲得
する過程を説明するために提供されるフローチャートである。
【図７】バックグラウンドアプリケーションを用いて位置情報を獲得する過程を説明する
ために提供されるフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
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　以下、本発明の実施形態を添付する図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態によって位置情報を獲得する全般的な構成を示す図である
。
【００３１】
　図１に示すように、位置情報獲得システム１０は、端末２０に端末の位置情報を要求し
てもよい。ここで、端末２０は、ＧＰＳモジュールを搭載することなく自身の位置情報を
獲得することができないデバイスを意味する。一例として、端末２０は、デスクトップコ
ンピュータ、ノート型パソコン、ＭＰ３プレーヤー、インターネットＴＶなどを含んでも
よい。
【００３２】
　ここで、端末２０は、端末と距離が隣接した隣接端末３０を検索してもよい。また、端
末２０は、検索した隣接端末３０に自身の位置情報を送信することができるかを問い合わ
せるメッセージを送信してもよい。これによって、端末２０は、自身の位置情報を送信で
きるという応答メッセージを送信した隣接端末のうちいずれか１つを選択してもよい。
【００３３】
　また、端末２０は、選択された隣接端末に隣接端末の位置情報を要求してもよい。ここ
で、選択された隣接端末は、ＧＰＳモジュール、ＷＰＳモジュール、およびセルタワー（
Ｃｅｌｌ－ｔｏｗｅｒ）のうちいずれか１つを用いて自身の位置情報を獲得して端末２０
に送信してもよい。一例として、隣接端末は、モバイルフォン、ＤＭＢフォン、スマート
フォンなどの移動端末、およびナビゲーション装置を含んでもよい。
【００３４】
　また、端末２０は、受信した隣接端末の位置情報を位置情報獲得システム１０に送信し
てもよい。ここで、位置情報獲得システム１０は、端末２０を介して送信された隣接端末
の位置情報に基づいて端末２０の位置を決定してもよい。また、位置情報獲得システム１
０は、決定された端末２０の位置を用いて端末２０の位置に該当する検索サービスを端末
２０に提供してもよい。
【００３５】
　以下、図２および図３を参照して、端末の位置を獲得する過程についてより詳細に説明
する。
【００３６】
　図２は、本発明の一実施形態に係る位置情報獲得システムの構成を示すブロック図であ
る。
【００３７】
　図２を参照すれば、位置情報獲得システム１００は、位置情報要求部１１０、位置情報
受信部１２０、およびサービス提供部１３０を備えてもよい。
【００３８】
　位置情報要求部１１０は、端末２００に端末の位置情報を要求してもよい。ここで、端
末２００は、ＧＰＳまたはＷＰＳモジュールを搭載することなく、自身の位置情報を獲得
することができないデバイスを意味する。
【００３９】
　ここで、端末２００は、位置情報要求に応じて端末２００と距離の隣接した隣接端末を
検索してもよい。ここで、端末２００は、ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｗｉｂｒｏ、ブルートゥ
ース（ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）、およびビーコン信号（ｂｅａｃｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）など
の有無線ネットワークを用いて隣接端末を検索してもよい。
【００４０】
　一例として、端末２００は、ＬＡＮを介して端末２００と接続された隣接端末を検索し
てもよい。
【００４１】
　他の例として、端末２００は、ブルートゥースのような近距離無線通信を用いて、端末
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２００お距離が隣接した隣接端末を検索してもよい。
【００４２】
　また、端末２００は、検索された隣接端末に隣接端末の位置情報を送信することができ
るか否かを問い合わせるメッセージを送信してもよい。
【００４３】
　ここで、端末２００は、位置情報を送信することができると応答した隣接端末のうちい
ずれか１つの隣接端末を選択してもよい。一例として、端末２００は、応答した隣の端末
のうち端末２００と距離が最も近い隣接端末を選択してもよい。他の例として、端末２０
０は、応答した隣接端末のうち信頼度が最も高い隣接端末を選択してもよい。ここで、信
頼度が高い隣接端末は、ＧＰＳ、ＷＰＳ、およびセルタワー方式を用いて自身の位置情報
を獲得した端末を意味する。
【００４４】
　また、端末２００は、選択した隣接端末３００に隣接端末の位置情報を要求してもよい
。
【００４５】
　ここで、隣接端末３００は、ＧＰＳ、ＷＰＳ、およびセルタワー方式を用いて隣接端末
が属する基地局、または衛星から隣接端末の位置情報を獲得してもよい。ここで、隣接端
末の位置情報は、基地局または衛星で算出された隣接端末の位置に基づいて獲得してもよ
い。その他に、隣接端末３００は、三角測量方式などを用いて算出した自身の位置に基づ
いて隣接端末の位置情報を獲得してもよい。
【００４６】
　再び図２を参照すれば、位置情報受信部１２０は、隣接端末３００で獲得した隣接端末
の位置情報を端末２００によって受信してもよい。一例として、端末２００は、隣接端末
３００から隣接端末３００の位置情報を受信して位置情報受信部１２０に送信してもよい
。
【００４７】
　位置情報受信部１２０は、送信された隣接端末３００の位置情報に基づいて端末２００
の位置を決定してもよい。ここで、隣接端末の位置情報は、隣接端末の位置を表す地理的
な座標値を含んでもよい。一例として、位置情報受信部１２０は、隣接端末３００の位置
を端末２００の位置に決定してもよい。
【００４８】
　サービス提供部１３０は、決定された端末２００の位置に基づいて端末の位置に該当す
る検索サービスを提供してもよい。
【００４９】
　一例として、端末の位置を用いて端末が属する地域情報、天気情報などの検索カテゴリ
ーを生成して検索サービスを提供してもよい。ここで、地域情報は、端末が属する地域の
病院情報、不動産情報、美味しい店の情報、塾情報、バス情報などを含んでもよい。
【００５０】
　他の一例として、サービス提供部１３０は、検索サービスの他に隣接端末によって正確
に導き出された端末の位置情報を用いて端末の位置情報に基づいたターゲット広告サービ
ス、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、地図サービスなど、位
置基盤の多様なサービスを提供してもよい。
【００５１】
　図３は、本発明の一実施形態に係る位置情報獲得システムにおいて位置情報を獲得する
動作を説明するために提供されるフローチャートである。
【００５２】
　図３に示すように、位置情報要求部１１０は、端末２００に端末の位置情報を要求して
もよい（Ｓ４１０）。ここで、端末２００は、ＧＰＳモジュールを搭載することなく、自
身の位置情報を獲得することができないデバイスを意味する。
【００５３】
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　ここで、端末２００は、端末２００および有無線ネットワークを介して接続された隣接
端末を検索してもよい（Ｓ４２０）。
【００５４】
　次に、端末２００は、位置情報送信問い合わせメッセージを検索された隣接端末に送信
してもよい（Ｓ４３０）。ここで、位置情報送信問い合わせメッセージは、隣接端末で自
身の位置情報を獲得または測定して端末２００に送信可能であるかを問い合わせるメッセ
ージである。
【００５５】
　また、端末２００は、位置情報送信問い合わせメッセージに対する応答メッセージを受
信してもよい（Ｓ４４０）。一例として、応答メッセージは、隣接端末が自身の位置情報
を送信可能であるか否かを表す情報を含んでもよい。この場合、端末２００は、検索され
た隣接端末２００の全てから応答メッセージを受信してもよい。他の例として、端末２０
０は、検索された隣接端末のうち自身の位置情報を送信することのできる隣接端末からの
み応答メッセージを受信してもよい。この場合、応答メッセージの送信だけでも自身の位
置情報を送信することが可能であることを意味するため、応答メッセージは別の情報を含
まなくてもよい。
【００５６】
　次に、端末２００は、応答メッセージに基づいて選択されたいずれか１つの隣接端末３
００に隣接端末の位置情報を要求してもよい（Ｓ４５０）。
【００５７】
　一例として、端末２００は、検索された隣接端末のうち応答メッセージに基づいて自身
の位置情報を送信することのできる隣接端末を選択してもよい。また、端末２００は、選
択された隣接端末のうち端末２００と距離が最も近い隣接端末を選択してもよい。ここで
、端末２００は、選択された隣接端末のうち信頼度が最も高い隣接端末を選択してもよい
。ここで、信頼度が高い隣接端末は、ＧＰＳ、ＷＰＳ、およびセルタワー方式を用いて自
身の位置情報を獲得した端末を意味する。また、端末２００は、選択した隣接端末３００
に隣接端末の位置情報を要求してもよい。
【００５８】
　ここで、隣接端末３００は、端末２００の位置情報要求に応じて自身の位置情報を獲得
してもよい（Ｓ４６０）。
【００５９】
　一例として、隣接端末３００は、ＧＰＳ、ＷＰＳ、およびセルタワー方式を用いて隣接
端末が属する基地局、または衛星から隣接端末の位置情報を獲得してもよい。ここで、隣
接端末３００は、三角測量方式などを用いて自身の位置を算出して自身の位置情報を獲得
してもよい。
【００６０】
　次に、隣接端末３００は、獲得した自身の位置情報を端末２００に送信してもよい（Ｓ
４７０）。ここで、端末２００に送信される隣接端末の位置情報は隣接端末の位置座標値
を含んでもよい。
【００６１】
　ここで、端末２００は、受信した隣接端末の位置情報を位置情報獲得システム１００に
送信してもよい（Ｓ４８０）。
【００６２】
　また、位置情報受信部１２０は隣接端末の位置情報を受信し、受信された隣接端末の位
置情報に基づいて端末２００の位置を決定してもよい（Ｓ４８５）。一例として、隣接端
末３００は、端末２００と隣接した距離に位置するため、位置情報受信部１２０は隣接端
末３００の位置を端末２００の位置に決定してもよい。
【００６３】
　次に、サービス提供部１３０は、決定された端末２００の位置による検索サービスを提
供してもよい（Ｓ４９０）。



(9) JP 2015-156664 A 2015.8.27

10

20

30

40

50

【００６４】
　一例として、サービス提供部１３０は、端末の位置を用いて端末が属する地域情報、天
気情報などの検索カテゴリーを生成してもよい。ここで、地域情報は、端末が属する地域
の病院情報、不動産情報、美味しい店の情報、塾情報、バス情報などを含んでもよい。
【００６５】
　他の一例として、サービス提供部１３０は、検索サービスの他に隣接端末を介して正確
に導き出された端末の位置情報を用いて端末の位置情報に基づいたターゲット広告サービ
ス、ＳＮＳ、地図サービスを提供してもよい。
【００６６】
　ここで、ユーザの端末２００の操作によって端末の位置による検索が要求されると、サ
ービス提供部１３０は、要求された検索に該当する検索サービスを端末２００に提供して
もよい。一例として、サービス提供部１３０は、端末２００が属する地域の天気情報を端
末２００の画面に表示してもよい。
【００６７】
　一方、図２および図３において、位置情報受信部１２０は、隣接端末３００に予めイン
ストールされたアプリケーションを用いて獲得された隣接端末の位置情報を、端末２００
を介して受信してもよい。ここで、隣接端末３００にインストールされたアプリケーショ
ンは、隣接端末の位置情報を提供するためのプロセスを自動に行うことを意味する。
【００６８】
　一例として、端末２００から隣接端末の位置情報が要求される場合、隣接端末３００に
インストールされたアプリケーションが実行されて、端末２００から隣接端末３００に別
途のメッセージを送信しなくても、隣接端末３００は、自動に隣接端末の位置情報を獲得
することができる。また、隣接端末３００は、獲得した隣接端末の位置情報を自動に端末
２００へ送信してもよい。これによって、位置情報受信部１２０は、端末２００を介して
隣接端末の位置情報が送信されてもよい。
【００６９】
　今まで図１～図３を参照して、端末２００が自身の位置を測定または獲得することので
きない場合、位置情報獲得システム１００は、自身の位置を測定または獲得可能な隣接端
末３００で獲得した隣接端末の位置情報を、端末２００を介して受信して端末２００の位
置を決定する過程について説明した。以下では、位置情報獲得システム１００が、自身の
位置を測定または獲得可能な移動端末から移動端末の位置を直接受信する過程について説
明する。
【００７０】
　図４は、本発明の一実施形態に係る移動端末から位置情報を獲得する位置情報獲得シス
テムの全般的な構成を示すブロック図である。
【００７１】
　図４に示すように、端末５０は、端末の位置情報を位置情報獲得システム４０に要求し
てもよい。位置情報獲得システム４０は、端末５０のユーザ認証を行なってもよい。ここ
で、位置情報獲得システム４０はユーザ認証のために公開キーなどの認証方式を用いても
よい。
【００７２】
　また、位置情報獲得システム４０は、ユーザ認証によってユーザログ情報を用いてユー
ザの移動端末情報を獲得してもよい。ここで、移動端末６０は、携帯電話、スマートフォ
ンなどのようにユーザが常に携帯しているデバイスを意味する。これによって、ユーザが
端末５０を用いる場合、移動端末６０は端末５０と隣接した距離に位置してもよい。また
、移動端末情報は、移動端末の電話番号を含んでもよい。
【００７３】
　ここで、位置情報獲得システム４０は、獲得した移動端末情報を用いて移動端末６０に
移動端末の位置情報を要求してもよい。また、位置情報獲得システム４０は、移動端末６
０から受信された移動端末の位置情報を用いて端末５０の位置を決定してもよい。ここで
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、位置情報獲得システム４０は、ＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬまたはバックグラウンドア
プリケーションを用いて移動端末の位置情報を要求および獲得してもよい。これについて
詳しい説明は図５～図７を参照して説明する。
【００７４】
　また、位置情報獲得システム４０は、決定された端末５０の位置による検索サービスを
端末５０に提供してもよい。
【００７５】
　図５は、本発明の一実施形態に係る移動端末から位置情報を獲得するシステムの細部構
成を示すブロック図である。
【００７６】
　図５を参照すると、位置情報獲得システム５００は、位置情報受信部５１０、ユーザ認
証部５２０、移動端末情報獲得部５３０、位置情報要求部５４０、およびサービス提供部
５５０を備えてもよい。
【００７７】
　位置情報受信部５１０は、端末６００から端末の位置情報要求を受信してもよい。ここ
で、端末６００は自身の位置情報を獲得することのできないデバイスであり、パーソナル
コンピュータ、ノート型パソコン、ＭＰ３プレーヤー、インターネットＴＶなどを含んで
もよい
【００７８】
　ユーザ認証部５２０は、端末の位置情報要求に応じて端末のユーザ認証を行なってもよ
い。一例として、ユーザ認証部５２０は、公開キー基盤の認証方式を用いて端末を用いる
ユーザを認証してもよい。ここで、ユーザ認証に失敗した場合、ユーザ認証部５２０は、
予め設定された認証回数までユーザ認証を続けて行ない、引き続いてユーザ認証に失敗す
ると、端末６００との通信を終了してもよい。
【００７９】
　移動端末情報獲得部５３０は、ユーザ認証によってユーザログ情報に基づいて移動端末
情報を獲得してもよい。一例として、ユーザ認証に成功した場合、移動端末情報獲得部５
３０は、ユーザログ情報を用いて移動端末の電話番号を獲得してもよい。
【００８０】
　位置情報要求部５４０は、獲得した移動端末情報を用いて移動端末７００に移動端末の
位置確認を要求してもよい。
【００８１】
　一例として、位置情報要求部５４０は、ＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを移動端末７００
に送信することによって移動端末の位置確認を要求してもよい。ここで、位置情報要求部
５４０は、ＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬをＳＭＳまたはプッシュ通知（Ｐｕｓｈ　Ｎｏｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ）などを用いて移動端末７００に送信してもよい。これによって、移
動端末７００は、自身の位置情報を獲得または測定することができる場合、ウェブブラウ
ザを起動して自身の位置情報を送信するためのウェブページをロードしてもよい。
【００８２】
　位置情報要求部５４０は、移動端末の位置情報の提供に対する同意を要求するウェブペ
ージを移動端末７００に表示してもよい。ここで、移動端末の位置提供同意の問い合わせ
は最初に確認された以後にはユーザ設定に応じて省略してもよい。
【００８３】
　ここで、移動端末の位置情報提供の同意に応じて、位置情報受信部５１０は、移動端末
７００で獲得した移動端末の位置情報を受信してもよい。一例として、移動端末７００は
、ＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを用いて位置情報獲得システム５００に移動端末の位置情
報を送信してもよい。ここで、移動端末７００は移動端末が属する基地局、衛星などを用
いて自身の位置情報を獲得してもよく、三角測量方式などを用いて自身の位置情報を直接
算出してもよい。
【００８４】
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　他の例として、位置情報要求部５４０は、バックグラウンドアプリケーションに移動端
末の位置情報を要求してもよい。ここで、バックグラウンドアプリケーションは位置情報
を送信または獲得するためのアプリケーションであり、バックグラウンドアプリケーショ
ンが移動端末７００にフリーロードされたり、またはマーケット、ポータルなどを用いて
ダウンロードされたバックグラウンドアプリケーションが移動端末７００に予めインスト
ールされていたりしてもよい。これによって、位置情報要求部５４０は、バックグラウン
ドアプリケーションを用いて移動端末７００に移動端末の位置情報提供に同意を問い合わ
せるウェブページを表示してもよい。
【００８５】
　ここで、移動端末の位置情報に対する提供の同意に応じて、位置情報受信部５１０は、
移動端末７００で獲得した移動端末の位置情報を受信してもよい。一例として、移動端末
７００は、予めインストールされたバックグラウンドアプリケーションを用いて移動端末
の位置情報を位置情報獲得システム５００に送信してもよい。
【００８６】
　位置情報受信部５１０は、受信された移動端末７００の位置情報を用いて端末６００の
位置情報を決定してもよい。一例として、位置情報受信部５１０は、移動端末７００の位
置を端末６００の位置に決定してもよい。
【００８７】
　ここで、サービス提供部５５０は、決定された端末の位置による検索カテゴリーを生成
して検索サービスを端末６００に提供してもよい。一例として、サービス提供部５５０は
、端末の位置に属する地域情報、天気情報などの検索サービスを端末６００に提供しても
よい。
【００８８】
　一方、ＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを用いる場合、移動端末７００の位置情報を必要と
するたびにＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを送信し、ウェブブラウザを起動およびウェブペ
ージをロードして移動端末の位置情報を獲得するのに対し、バックグラウンドアプリケー
ションを用いる場合、移動端末の位置情報を必要とするたびにバックグラウンドアプリケ
ーションのみを実行して移動端末の位置情報を獲得するため、位置情報獲得システム５０
０の負荷を減少させることができる。
【００８９】
　図６は、本発明の一実施形態に係るＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを用いて位置情報を獲
得する過程を説明するために提供されるフローチャートであり、図７は、バックグラウン
ドアプリケーションを用いて位置情報を獲得する過程を説明するために提供されるフロー
チャートである。
【００９０】
　図６および図７を参照すると、端末６００は、端末の位置情報を位置情報獲得システム
５００に要求してもよい（Ｓ６１０、Ｓ７１０）。すなわち、位置情報受信部５１０は、
端末６００から端末の位置情報要求を受信してもよい。
【００９１】
　ここで、ユーザ認証部５２０は、位置情報を要求した端末６０のユーザ認証を行なって
もよい（Ｓ６２０、Ｓ７２０）。
【００９２】
　次に、移動端末情報獲得部５３０は、ユーザ認証によってユーザのログ情報を用いて移
動端末情報を獲得してもよい（Ｓ６３０、Ｓ７３０）。一例として、ユーザ認証が成功す
ると、ユーザのログ情報を用いて移動端末の電話番号を獲得してもよい。これによって、
位置情報要求部５４０は、移動端末７００に移動端末の位置確認を要求してもよい。
【００９３】
　ここで、位置情報要求部５４０は、ＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを移動端末７００に送
信することによって移動端末の位置確認を要求してもよい（Ｓ６４０）。その後、移動端
末７００は、位置確認要求に応じてウェブブラウザを起動し（Ｓ６４５）、ウェブページ
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をロードしてもよい（Ｓ６５０）。また、位置情報要求部５４０は、移動端末７００に移
動端末の位置情報提供の同意を問い合わせるウェブページを表示してもよい（Ｓ６６０）
。その後、移動端末７００は位置情報提供に同意すると、自身の位置情報を自身が属する
基地局、衛星などを介して獲得し（Ｓ６７０）、位置情報獲得システムに送信してもよい
（Ｓ６８０）。
【００９４】
　また、位置情報要求部５４０は、移動端末７００に予めインストールされたバックグラ
ウンドアプリケーションを用いて移動端末の位置確認を要求してもよい（Ｓ７４０）。こ
こで、バックグラウンドアプリケーションは、移動端末の位置を測定または送信するため
のアプリケーションである。その後、位置情報要求部５４０は、バックグラウンドアプリ
ケーションを介して移動端末で位置情報の送信可能であることを確認することができる。
また、位置情報要求部５４０は、バックグラウンドアプリケーションを用いて移動端末の
位置情報提供の同意を問い合わせるウェブページを表示してもよい（Ｓ７５０）。ここで
、移動端末７００は、自身の位置情報提供に同意する場合、自身の位置情報を自身が属す
る基地局、衛星などを介して獲得し（Ｓ７６０）、位置情報獲得システムに送信してもよ
い（Ｓ７７０）。
【００９５】
　次に、位置情報受信部５１０は、移動端末７００から受信した移動端末の位置情報に基
づいて端末６００の位置を決定してもよい（Ｓ６８５、Ｓ７８０）。一例として、位置情
報受信部５１０は、移動端末７００の位置を端末６００の位置に決定してもよい。
【００９６】
　また、サービス提供部５５０は、決定した端末の位置に基づいて端末の位置による検索
サービスを端末６００に提供してもよい（Ｓ６９０、Ｓ７９０）。一例として、サービス
提供部５５０は、端末の位置に属する地域情報および天気情報などの検索カテゴリーを生
成してもよい。また、端末６００を用いてユーザから端末の位置に属する地域情報が要求
されると、サービス提供部５５０は、生成した検索カテゴリーのうち端末の位置に属する
地域情報を端末６００の画面に表示してもよい。
【００９７】
　本発明の実施形態に係る方法は、多様なコンピュータ手段を介して様々な処理を実行す
ることができるプログラム命令の形態に実現され、コンピュータ読取可能な記録媒体に記
録されてもよい。コンピュータ読取可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、デ
ータ構造などの単独または組み合わせたものを含んでもよい。媒体に記録されるプログラ
ム命令は、本発明の目的のために特別に設計されて構成されたものでもよく、コンピュー
タソフトウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のものであり使用可能なものであ
ってもよい。コンピュータ読取可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピ
ー（登録商標）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのよう
な光記録媒体、光ディスクのような光磁気媒体、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ
などのようなプログラム命令を保存して実行するように特別に構成されたハードウェア装
置が含まれる。プログラム命令の例としては、コンパイラによって生成されるような機械
語コード（ｍａｃｈｉｎｅ　ｃｏｄｅ）だけでなく、インタプリタなどを用いてコンピュ
ータによって実行され得る高級言語コード（ｈｉｇｈｅｒ　ｌｅｖｅｌ　ｃｏｄｅ）を含
む。上述したハードウェア装置は、本発明の動作を行うために１つ以上のソフトウェア階
層で作動するように構成されてもよい。
【００９８】
　上述したように本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、上
記の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者
であれば、このような実施形態から多様な修正及び変形が可能である。
【００９９】
　したがって、本発明の範囲は、開示された実施形態に限定されて定められるものではな
く、特許請求の範囲だけではなく特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるも
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のである。
【符号の説明】
【０１００】
　１００　位置情報獲得システム
　２００　端末
　３００　隣接端末
　１１０　位置情報要求部
　１２０　位置情報受信部
　１３０　サービス提供部

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月14日(2015.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自身の位置情報を送信することができない端末の位置情報要求に応じて前記端末のユー
ザを認証し、
　自身の位置情報を送信することができる移動端末に前記移動端末の位置情報を要求し、
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　前記移動端末で獲得した移動端末の位置情報を受信し、
　前記受信した移動端末の位置情報に基づいて、前記端末の位置を決定すること、
　を含むことを特徴とする位置情報獲得方法。
【請求項２】
　前記移動端末の位置情報を要求することは、
　前記端末のユーザ認証によって前記移動端末情報を獲得し、
　前記獲得した移動端末情報によって前記移動端末にＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを送信
すること、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の位置情報獲得方法。
【請求項３】
　前記移動端末の位置情報を受信することは、
　前記送信されたＣＡＬＬ－ＢＡＣＫ　ＵＲＬを用いて前記移動端末の位置情報提供の同
意を要求するウェブページを表示し、
　前記移動端末の位置情報提供の同意に応じて前記移動端末で獲得した前記移動端末の位
置情報を受信すること、
　を含むことを特徴とする請求項２に記載の位置情報獲得方法。
【請求項４】
　前記移動端末の位置情報を要求することは、
　前記端末のユーザ認証によって前記移動端末情報を獲得し、
　前記獲得した移動端末情報によって前記移動端末に予めインストールされた位置情報送
信のためのアプリケーションを用いて前記移動端末の位置情報を要求すること、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の位置情報獲得方法。
【請求項５】
　前記移動端末の位置情報を受信することは、
　前記位置情報送信のためのアプリケーションを用いて前記移動端末の位置情報提供の同
意を要求するウェブページを表示するし、
　前記移動端末の位置情報提供の同意に応じて前記移動端末で獲得した前記移動端末の位
置情報を受信すること、
　を含むことを特徴とする請求項４に記載の位置情報獲得方法。
【請求項６】
　前記受信した移動端末の位置情報に基づいて決定された前記端末の位置による検索サー
ビスを前記端末に提供することをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の位置情報
獲得方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法を実行するためのプログラムが記録されたコンピュータで読み出
し可能な記録媒体。
【請求項８】
　自身の位置情報を送信することができない端末の位置情報要求に応じて前記端末のユー
ザを認証するユーザ認証部と、
　前記端末のユーザ認証によって自身の位置情報を送信することができる移動端末情報を
獲得する移動端末情報獲得部と、
　前記移動端末に前記移動端末の位置情報を要求する位置情報要求部と、
　前記移動端末で獲得した移動端末の位置情報を受信する位置情報受信部と、
　前記受信した移動端末の位置情報に基づいて決定された前記端末の位置による検索サー
ビスを前記端末に提供するサービス提供部と、
　を備えることを特徴とする位置情報獲得システム。
【請求項９】
　前記位置情報受信部は、前記移動端末情報によって前記移動端末に送信したＣＡＬＬ－
ＢＡＣＫ　ＵＲＬまたは前記移動端末に予めインストールされた位置情報送信のためのア
プリケーションを用いて前記移動端末の位置情報を送信することを特徴とする請求項８に
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記載の位置情報獲得システム。
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